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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像担持体に形成した画像を中間転写ベルトに転写することで重ね画像を形成する画像
形成装置であって、中間転写ベルトの移動面に対向して配置した画像形成手段を複数有し
、各画像形成手段は画像担持体と、書込み手段と、画像担持体に書込み手段により形成さ
れる静電潜像を現像する複数の現像手段を含む現像ユニットと、該現像ユニットのいずれ
かの現像手段を選択する現像切替手段とを有する画像形成装置において、
　中間転写ベルトの走行方向に対して直交方向のベルト位置を検出する複数のベルト位置
検出手段と、
　各ベルト位置検出手段の検出結果に基づいて書込み手段の主走査開始位置を制御する主
走査位置制御手段と、
　中間転写ベルト上に設けられた画像形成開始基準となるベルトマークの検出信号と書込
み手段で生成される同期信号との時間差に応じて書込み手段の副走査開始位置を制御する
副走査位置制御手段と、
　前記現像切替手段によって選択された前記現像手段による現像色が有効となるよう前記
現像ユニットを所定位置に揺動させる現像切替制御手段と
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記主走査位置制御手段、前記副走査位置制御手段及び前記現像切替制御手段のそれぞ
れに演算処理手段を設け、各制御手段に要求される指示を、各制御手段に設けられた前記
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各演算処理手段により各制御開始指示を実行する請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記ベルト位置検出手段を各画像担持体と中間転写ベルトとの転写位置近傍に２つ設け
、前記主走査位置制御手段は前記各ベルト位置検出手段の差分値に基づいて書込み手段の
主走査開始位置を制御する請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記副走査位置制御手段は、ベルトマークの検出信号と書込み手段が生成する同期信号
との時間差から各色毎に副走査の画像形成をそのまま開始するか、１走査遅延もしくは画
像先頭ラインを形成するビームを複数ビームの後続ビームから選択して書込みを行う請求
項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記現像切替制御手段は、前記現像切替手段によって選択された前記現像手段による現
像色が有効となるよう前記現像ユニットを所定時間内に所定位置に揺動させる請求項１又
は２に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記各演算処理手段をプログラマブルデバイス内に構築する請求項１～５のいずれかに
記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像形成装置に関し、詳細には中間転写体を用いた画像形成装置の中間転写体
走行時の走行方向に対する直交方向の変動(寄り)並びにベルト回転位置と書込み系走査位
置との位相(時間)差により生じる重ね画像のズレ低減の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ローカルネットワーク（以下ＬＡＮと略す）の整備が進み、このＬＡＮに複数の
ＰＣや画像データを印字出力するプリンタが接続され、ネットワークオペレーションの制
御の下、各ＰＣからプリンタへのアクセスが可能となっている。このようなネットワーク
システムにおいて、プリンタへのアクセスの頻度が非常に高くなり、効率的なプリンタ出
力が望まれる。そのための技術として従来よりいくつか提案されている。その一つとして
、特許文献１は、割り込み処理を必要分だけ先に行い、残りの処理は現実行中の処理終了
後に実施するものであり、必要な割り込み印刷部数を確保しつつ現印刷処理の終了時間の
遅れを小さくすることができる。また、特許文献２は、命令の優先順位を比較、低位の命
令を中断して高位の命令から実行するものであり、緊急に必要とする書類をすぐに出力可
能となる。更に、特許文献３は、所定の順序を要求に応じ変更し、タイミングずれを最小
に抑えるものである。
【特許文献１】特開２００１－３２０５２８号公報
【特許文献２】特開２００３－２４６１２２号公報
【特許文献３】特開２００５－０８０２６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１～３のいずれにおいても、制御要求から制御終了までの
時間が問われる割り込み処理制御に関して複数の割り込み処理が同時に発生すると、優先
順位に応じて処理が行われるので要求処理時間が同位レベルであってもどちらかが犠牲に
なってしまう。例えば、画像の主走査位置と副走査位置を制御する指示が同時に発生した
場合でも、一方を即座に制御できないために色ズレが低減できずにカラー(重ね)画像の画
像品質が劣化する。また、１つのＣＰＵでは上記複数の割り込み要求を同時に処理できな
い。
【０００４】
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　本発明はこれらの問題点を解決するためのものであり、高価な高速処理可能なＣＰＵを
用いることなく、タイミング要求の厳しい、複数の同位レベル要求を同時に実行でき、か
つ色ズレを低減する画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の画像形成装置は、画像担持体に形成した画像を中間転写ベルトに転写すること
で重ね画像を形成する画像形成装置である。更に、本発明の画像形成装置は、中間転写ベ
ルトの移動面に対向して配置した画像形成手段を複数有し、各画像形成手段は画像担持体
と、書込み手段と、画像担持体に書込み手段により形成される静電潜像を現像する複数の
現像手段を含む現像ユニットと、この現像ユニットのいずれかの現像手段を選択する現像
切替手段とを有している。そして、本発明の画像形成装置は、中間転写ベルトの走行方向
に対して直交方向のベルト位置を検出する複数のベルト位置検出手段と、各ベルト位置検
出手段の検出結果に基づいて書込み手段の主走査開始位置を制御する主走査位置制御手段
と、中間転写ベルト上に設けられた画像形成開始基準となるベルトマークの検出信号と書
込み手段で生成される同期信号との時間差に応じて書込み手段の副走査開始位置を制御す
る副走査位置制御手段と、現像切替手段によって選択された現像手段による現像色が有効
となるよう現像ユニットを所定位置に揺動させる現像切替制御手段とを有することに特徴
がある。
【０００６】
　主走査位置制御手段、副走査位置制御手段及び現像切替制御手段のそれぞれに演算処理
手段を設け、各制御手段に要求される指示を、各制御手段に設けられた各演算処理手段に
より各制御開始指示を実行する。よって、時間要求の厳しい制御指示、つまり割り込み要
求が同時に複数発生した場合でも、即座に制御動作に入ることができる。
【０００７】
　更に、ベルト位置検出手段を各画像担持体と中間転写ベルトとの転写位置近傍に２つ設
け、主走査位置制御手段は各ベルト位置検出手段の差分値に基づいて書込み手段の主走査
開始位置を制御する。よって、ベルトの蛇行に因る主走査方向の色ズレを低減できる。
【０００８】
　また、副走査位置制御手段は、ベルトマークの検出信号と書込み手段が生成する同期信
号との時間差から各色毎に副走査の画像形成をそのまま開始するか、１走査遅延もしくは
画像先頭ラインを形成するビームを複数ビームの後続ビームから選択して書込みを行う。
よって、ベルトマーク検知時の書込み系の走査ビームの位相ズレによる副走査方向の色ズ
レを低減できる。
【０００９】
　更に、現像切替制御手段は、現像切替手段によって選択された現像手段による現像色が
有効となるよう現像ユニットを所定時間内に所定位置に揺動させることにより、複数の現
像色を有した現像ユニットにおいて、混色が無く、正確に、かつ高速に色の切替が行うこ
とができる。
【００１０】
　また、各演算処理手段をプログラマブルデバイス内に構築することにより、低コストで
、融通の利く制御システムを構築することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の画像形成装置によれば、主走査位置制御、副走査位置制御並びに現像切替制御
に対する要求指示が同時に発生した場合でも、同時に処理可能とすることで、色ズレを低
減した高品位な画像を形成可能な、２ステーション方式の画像形成装置を構築できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１は画像形成装置の構成を示す概略図である。同図に示す画像形成装置は、いわゆる
２ステーションタイプの画像形成装置であり、走査型書込み手段により画像担持体に形成
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した潜像から現像手段によりトナー像を生成し、トナー像を中間転写体上に転写する工程
を色毎に複数回繰り返し、トナー像を色毎に順次重ね合わせてカラー画像を形成する画像
形成装置である。同図において、感光体ドラムから成る画像担持体１ａの周囲には、帯電
手段２ａ、現像手段４ａ、転写手段５ａ、クリーニング手段６ａが配置されている。現像
手段４ａは複数(２つ)の現像色用の現像手段４ａ１,４ａ２のうち有効とする現像色を必
要に応じて選択し、図示しない現像切替手段で切替える。これらをまとめて画像ステーシ
ョンと呼び、画像担持体１ａなどを含むものを画像ステーションａと称す。また、画像担
持体１ｂの周囲にも画像ステーションａと同様に各構成手段が配置され、画像担持体１ｂ
などを含むものを画像ステーションｂと称す。つまり、中間転写体である中間転写ベルト
７に対向して２つの画像ステーションａ、ｂが配置されている。また、画像担持体１ａ，
１ｂの上方にはベルト等の形態の中間転写ベルト７が配置されている。更に、中間転写ベ
ルト７はベルトの基準位置を示すマーク（図示せず）を有している。
【００１３】
　次に、このような構成を有する画像形成装置の動作について概説すると、先ず矢印Ａの
向きに回転する画像担持体１ａ，１ｂは、帯電手段２ａ，２ｂによりその表面が帯電され
る。一方、中間転写ベルト７が矢印Ｂの方向に移動しマーク検出手段１０がマークを検出
すると、書込み手段２０からの露光ビーム３ａ，３ｂによって画像データに基づく露光を
開始し、画像担持体１ａ，１ｂに潜像を形成する。潜像は現像手段４ａ，４ｂによりトナ
ー像として顕像化され、中間転写ベルト７との接点において転写手段５ａ，５ｂにより中
間転写体７に転写される。転写後の画像担持体１ａ，１ｂはクリーニング手段６ａ，６ｂ
により、転写残トナーがクリーニングされる。
【００１４】
　また、カラー(複数色)画像を形成する場合、切替え手段で現像手段４ａ，４ｂを他方の
色へ切り替え異なる色での画像形成の上記工程を、必要な色の回数分繰り返し、中間転写
ベルト７に各色の画像を重ね合わせる。そして、中間転写ベルト７に４色の画像が重ね合
わされると、転写ローラ８が中間転写体７に接触し、転写ローラ８の接離位置に搬送され
る紙などの記録媒体３０に画像を転写する。転写が終了すると転写ローラ８は中間転写ベ
ルト７から離反する。画像を転写された紙は図示しない定着装置により定着され装置外に
排出される。また、中間転写ベルト７上の転写残トナーを清掃するために画像が形成され
ていた領域にわたりクリーニングブレード９が中間転写ベルト７に接触し、清掃が終了す
ると離反する。
【００１５】
　このように、転写ローラ、クリーニングブレードの接離によって、中間転写ベルトのテ
ンション変化でベルトが蛇行したり片寄りの位置変動を発生し、重ね画像にズレが生じ画
像品質が劣化していた。また、中間転写ベルトの基準位置(ベルトマーク)に対する、書込
み手段の露光ビームの走査位置も各色によって変化するため、副走査にもズレが生じ画像
品質を劣化させていた。
【００１６】
　本発明は、これらの劣化を防ぐために、画像転写位置における中間転写ベルトの走行方
向に直交するベルト位置変動(蛇行、片寄り)量を求め、それに基づいて書込み手段の主走
査の画像形成タイミングを制御すると同時に、ベルトマーク検出信号と書込み手段の同期
検知信号との時間差に応じて、副走査の画像形成位置を制御するものである。また、高速
に混色の無い画像を形成するために、所定の時間に現像手段の切替を正確に行うものであ
る。
【００１７】
　図２は本発明の一実施の形態例に係る画像形成装置の構成を示す概略図である。同図に
おいて、図１と同じ参照符号は同じ構成要素を示す。異なる構成要素として、転写手段５
ａ，５ｂの配置位置近傍に、中間転写ベルト７のベルト位置の変位を検出するためのベル
ト位置検出手段１１ａ，１１ｂが設けられ、ベルト走行方向に対して平行な基準面の異な
る位置にベルト端面を検出している。このベルト位置検出手段１１ａ，１１ｂはベルトの
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走行方向に対して直行方向の変動(変位)量を検出できるものであれば、ベルト端面以外に
、ベルト上のマーク、またはパターン等のいずれを検出する構成でも構わない。
【００１８】
　図３は本発明の一実施の形態例に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。同
図に示す本実施の形態例の画像形成装置１００は、ＣＰＵ１０１と、ＣＰＵ１０１が実行
する制御プログラムやその他のデータを記憶するＲＯＭ１０２と、処理する画像データや
実行プログラムなどを展開する作業メモリであるＲＡＭ１０３と、イーサネット（登録商
標）、電話回線、無線等を介して外部装置とのやり取りを行うインタフェース部１０４と
、図２の書込み手段２０に相当する書込み手段１０５と、図２の現像手段４ａ，４ｂに相
当する現像手段１０６と、図２の現像手段４ａ，４ｂを切替える現像切替制御手段１０７
と、図２の中間転写ベルト７の駆動を制御する中間転写ベルト駆動手段１０８と、図２の
ベルト位置検出手段１１ａ，１１ｂの検出信号に基づいて中間転写ベルトのベルト位置を
検出するベルト位置検出手段１０９と、ベルト位置検出手段１０９によって検出した中間
転写ベルトの位置に基づいて書込み手段１０５による書込みの主走査位置を制御する主走
査位置制御手段１１０と、ベルト位置検出手段１０９によって検出した中間転写ベルトの
位置に基づいて書込み手段１０５による書込みの副走査位置を制御する副走査位置制御手
段１１１とを含んで構成され、それぞれは内部バス１１２を介して接続されている。
【００１９】
　次に、このような構成を有する本実施の形態例の画像形成装置の動作について図２及び
図３を用いて説明する。
　ホストから印刷要求があると、画像形成装置は図３の中間転写ベルト駆動手段１０８に
より図２の中間転写ベルト７並びに図３の書込み手段１０５により回転多面鏡(ポリゴン)
の駆動を開始する。中間転写ベルト７が駆動すると、図２の各画像担持体１ａ，１ｂの転
写位置近傍に設けた２つのベルト位置検出手段１１ａ，１１ｂが、ベルトエッジまたはベ
ルト上に予め設けたマークを検出してベルトの移動方向に対して直交方向のベルト位置を
検出する。中間転写ベルトが駆動し始めて画像形成開始基準であるベルトマークが図１の
マーク検出手段１０により検出されると、直ちにある決められた任意の周期で求めた２つ
のベルト位置検出手段１１ａ，１１ｂからの検出信号の差分を求め、差分値に基づいて、
重ね画像形成時の色ズレが低減するように図３の主走査位置制御手段１１０によって書込
み手段１０５に主走査書込みの開始位置制御を指示する。
【００２０】
　また、同じくベルトマークが図１のマーク検出手段１０により検出されると、ベルトマ
ーク信号と書込み手段が生成する同期検知信号との時間差を求め、最適な(色ズレの少な
い)副走査位置から書込みを開始できるように、図３の副走査位置制御手段によって書込
み手段１０５に副走査書込みの開始位置制御を指示する。ここで上記制御指示が重なって
しまうと、優先順位に従って処理を行うことになる。主走査位置制御手段１１０の制御が
優先する場合、２つのベルト位置検出手段１１ａ，１１ｂの差分からベルトの蛇行成分を
求め、それに基づいて主走査開始位置を制御する。その後で、副走査位置制御手段１１１
の制御処理を行う。
【００２１】
　次に、本実施の形態例における副走査位置制御手段による副走査位置制御処理について
動作タイムチャートである図４に従って説明すると、ベルトマーク検出直後の同期検知信
号(LSync)から、主走査の画像形成有効幅信号(LGate)が生成するまでの時間tcに副走査の
開始位置について処理制御する必要がある。また、逆に副走査位置制御手段の制御が優先
すると、ベルトマーク検出信号と書込み系の同期信号との時間差を求め、これをある基準
値と比較することで、画像形成開始をそのまま行うか、走査を遅延させるか、または複数
ビーム(２つ)の後続ビームから書込みを開始するかのいずれかを判断して制御する。この
ような制御が終了してから主走査位置制御処理、すなわちベルト位置検出手段で求めた蛇
行成分から、主走査開始位置の制御を行う。
【００２２】
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　特に、副走査位置制御は２色目以降、すでに形成し終えた色の画像形成開始位置との関
係を求めて制御を行うので処理時間が増大する。従って、主走査開始位置の制御を指示が
生じた時点から大きく遅延すること無く制御するのは困難となる。そこで、各制御手段に
対応した演算処理手段を個別に設け、各制御手段に要求される指示が同時に発生した多重
割り込み処理の状況になった場合でも、それらの指示を直ちに処理できるようにした。図
３の現像切替制御手段１０７についても同様のことが言える。この現像切替制御手段１０
７はステッピングモータを駆動して変位手段を回動し、現像手段（ユニット）全体をある
点を中心として揺動させることで有効となる現像色を切替えている。現像切替制御手段は
、切替開始時はモータが脱調しないようステッピングモータ駆動信号の周波数を徐々に上
げる(スローアップする)ようにステッピングモータ駆動信号生成を指示する。ステッピン
グモータ駆動信号は、この指示信号により「１」、「０」が反転し生成される。所定位置
まで変位したら即座にモータに停止指示を出力して、現像ユニットの変位を終了する。主
走査位置制御または副走査位置制御の指示を優先すると、その処理のため、モータ駆動信
号生成指示が待機状態となり、切替開始時に、前記スローアップ波形が正しく生成されず
に脱調を起こしてしまう危険性があり、切替停止時には所定位置で現像手段を即座に停止
できない場合が発生し、画像担持体と有効となる現像ローラとのギャップを正確に維持す
ることが困難となる。
【００２３】
　そこで、図３の現像切替制御手段１０７にも、切替指示が発生した場合に即座に処理制
御が行えるようにする。ここで、上記各種制御手段の基本的な処理フローの一例を図５～
図７に示す。なお、ベルトマークは１つの場合とする。プリント要求があると、中間転写
ベルトが回転を始めると同時に書込み手段のポリゴンも回り出す。ここでそれぞれの制御
を中心とする各システム(プログラム)がスタートする。時間要求の厳しくないモータのス
タート/ストップ、書込み手段の光源の点灯/パワー制御など、全体のシーケンス制御の一
部に副走査位置制御が含まれている。また、主走査位置制御並びに現像切替制御が別シス
テム(プログラム)として図６及び図７の動作フローがスタートするものとする。図５にお
いて、ベルトが回転してベルトマーク(sig１)を検出すると（ステップＳ１０１；ＹＥＳ
）、副走査位置制御を開始、書込み系同期信号との時間差を求め、副走査位置制御をする
。ベルトマーク(sig１)の検出により、同期信号(sig２)が発生したか否かを判定する（ス
テップＳ１０２）。同期信号(sig２)が発生すると（ステップＳ１０２；ＹＥＳ）、直ち
にベルトマーク(sig１)との時間差Δtを求める（ステップＳ１０３）。次に、この画像が
何色目であるかを判定し（ステップＳ１０４）、最初の色であれば（ステップＳ１０４；
ＹＥＳ）予め設定された値と求めた値Δtを比較して（ステップＳ１０５）Δtが大きい場
合は（ステップＳ１０６；ＹＥＳ）、書込み手段で生成する副走査の画像形成開始信号(F
Gate)そのままで書込みを開始するように制御し（ステップＳ１０７）、またΔtよりも小
さい場合は（ステップＳ１０６；ＮＯ）、１ライン分遅延させて画像形を開始するよう制
御する（ステップＳ１０８）。また、２色目以降の場合は（ステップＳ１０４；ＮＯ）、
既に形成した画像開始時間との関係を求め副走査の画像形成開始位置を制御する（ステッ
プＳ１０９）。４色目の画像形成開始を確認した場合には（ステップＳ１１０；ＹＥＳ）
、副走査位置制御処理を終了し、後続のシーケンス制御(給紙搬送、転写、定着、排紙）
へ移行する（ステップＳ１１１）。
【００２４】
　次に、図６に示す主走査位置制御フローにおいて、ベルトマーク(sig１)を検出すると
タイマを起動し（ステップＳ２０１；ＹＥＳ、ステップＳ２０２）、２つのベルト位置検
出手段の差分を求める（ステップＳ２０３）。差分値に従い、主走査開始位置を制御する
ためのシフト信号を書込み手段に出力する（ステップＳ２０４）。そして、書込み手段は
シフト信号に従い、同期信号を時間軸にシフトさせる等して主走査開始位置を制御する（
ステップＳ２０５）。書込み手段の画像形成開始信号(FGate)が出力されている間（ステ
ップＳ２０６;ＮＯ、ステップＳ２０７；ＮＯ）、予め設定した周期で２つのベルト位置
検出手段の差分(蛇行成分)を求め、上記制御を続ける（ステップＳ２０１～Ｓ２０５）。
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Fgate終了後は、次のマーク信号検出を待機、検出後同じ制御を行う（ステップＳ２０８
；ＹＥＳ、ステップＳ２０３～Ｓ２０５、ステップＳ２０６；ＮＯ、ステップＳ２０７；
ＹＥＳ）。
【００２５】
　次に、図７に示す現像切替制御フローにおいて、電源投入時に１色目と２色目の現像色
が有効となる位置にデフォルトでそれぞれの現像手段(ユニット)を揺動して切替えておく
（ステップＳ３０１;ＮＯ、ステップＳ３０２、ステップＳ３０３；ＹＥＳ、ステップＳ
３０４）。１色目(２色目)の画像形成(FGate信号)が終了すると（ステップＳ３０５；Ｙ
ＥＳ、ステップＳ３０６；ＮＯ）、現像色を他色(画像ステーションａは３色目、画像ス
テーションｂは４色目)への切替制御を行う（ステップＳ３０２～Ｓ３０４）。所定量変
位した時点で切替動作を終了する。プリント動作が続く間、現像切替動作を行う。
【００２６】
　次に、主走査位置制御に要求される指示で行う制御について説明する。ここで、図８に
、基本的な形態をした中間転写ベルトを斜め下方(画像担持体側)から見た図を示す。同図
において、中間転写ベルト７の平面部下側、つまり画像転写側に、ベルト走行方向に対し
て平行な基準面の異なる位置にベルト端面を検出するベルト位置検出手段１１ａ，１１ｂ
が設けられている。中間転写ベルトは矢印Ｂの向き、つまりベルト位置検出手段１１ａか
らベルト位置検出手段１１ｂに向かって移動する。実験から、ベルト位置検出手段１１ａ
の位置で得られるベルト位置の変動波形(量)と略同じ波形が、時間td遅れてベルト位置検
出手段１１ｂで得られる。この時間tdは、ベルト上の一点がベルト位置検出手段１１ａか
らベルト位置検出手段１１ｂまで移動するのに要する時間である。
【００２７】
　ここで、ベルト位置検出手段１１ａの変位ａを時間td遅らせたａ'を求め、ベルト位置
検出手段１１ｂの変位ｂとの差分ｂ－ａ'を求めれば、ベルト端面の凸凹がキャンセルさ
れ、ベルト上の任意の点がベルト位置検出手段１１ａからベルト位置検出手段１１ｂに移
動したときのベルト変動量(蛇行成分)を求めることができる。ベルト上の任意の点につい
て上記のように差分を求め、先に求めた隣接点の差分値に加減算することで、ベルト端面
の凸凹の影響を取り除いた蛇行成分を求めることができる。
【００２８】
　そこで、ベルト位置検出手段１１ａとベルト位置検出手段１１ｂの各検出位置間の距離
が、ベルト上の検出個所ピッチ×ｎ(整数)を満足するよう、２つの検出手段を配置する。
【００２９】
　はじめに、ｎ＝１の時、つまりベルト位置検出手段間距離とベルト上の検出個所のピッ
チとが等しい場合、ベルト端部を上面から見た各検出位置でのベルト位置(変位)を模式的
に示す図９からわかるように、時刻ｔ１においてベルト上のｐ１がベルト位置検出手段１
１ｂの検出位置に到達したとき、ｐ１の隣接検出個所のｐ２がベルト位置検出手段１１ａ
の検出位置にて検出される。なお、矢印Ｃはベルト移動に伴って発生するベルトの変位方
向を示している。また、時刻ｔ０でベルト上のｐ１がベルト位置検出手段１１ａの検出位
置で検出された位置を基準位置ｄ０とする。図９において、ベルトが矢印Ｂの向きに移動
するのに伴い上方に変位して、時刻ｔ１でｐ１がベルト位置検出手段１１ｂの検出位置で
、ｐ２がベルト位置検出手段１１ａの検出位置で検出される。時刻ｔ１におけるベルト位
置検出手段１１ｂから時刻ｔ０におけるベルト位置検出手段１１ａの値を引く(差分)こと
で、ベルト上のｐ１におけるベルト移動に伴う変位(蛇行)量Δ１が求められる。つまり、
ベルト位置検出手段間距離は数センチと短いので、ベルト端面のベルト位置検出手段間(
凸凹が無いとみなしたベルト端面)はベルト移動方向に設定した基準平面に対して、略平
行にあるとみなせ、時刻ｔ１においてベルト位置検出手段１１ａが検出するｐ２も基準ｄ
０に対しΔ１だけ変位した位置にあるといえる。
【００３０】
　更に、ベルトの移動に伴い図の上方に変位して、時刻ｔ２においてｐ２がベルト位置検
出手段１１ｂの検出位置で、ｐ３がベルト位置検出手段１１ａの検出位置で検出された場
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合、時刻ｔ２におけるベルト位置検出手段１１ｂの値から時刻ｔ１におけるベルト位置検
出手段１１ａの値を引き、ベルト上のｐ２におけるベルト移動に伴う変位(蛇行)量Δ２が
求められる。ここで、ｐ２はベルト位置検出手段１１ａの検出位置において基準d０に対
しΔ１だけ変位しているので、基準ｄ０に対する変位量ｄ２は、ｄ２＝Δ１＋Δ２となる
。この時、ベルト位置検出手段１１ａの検出位置においてｐ３は同様に基準ｄ０に対しｄ
２だけ変位した位置にある。
【００３１】
　次に、ベルトが移動に伴い下方に変位し、時刻ｔ３においてｐ３がベルト位置検出手段
１１ｂの検出位置で、ｐ４がベルト位置検出手段１１ａの検出位置で検出されると、時刻
t３におけるベルト位置検出手段１１ｂの値から時刻ｔ２におけるベルト位置検出手段１
１ａの値を引くことで、ベルト上のｐ３におけるベルト移動に伴う変位(蛇行)量Δ３が求
められる。ここで、ｐ３はベルト位置検出手段１１ａの検出位置において基準ｄ０に対し
ｄ２だけ変位しているので、基準ｄ０に対する変位量ｄ３は、ｄ３＝ｄ２＋(－Δ３)＝Δ
１＋Δ２－Δ３となる。この時、ベルト位置検出手段１１ａの検出位置においてｐ４は同
様に基準ｄ０に対しｄ３だけ変位した位置にある。以降、同様にして、基準とした位置か
らの変位を求めることができる。
【００３２】
　次に、ベルト位置検出手段間距離がベルト上の検出個所のピッチ×２(ｎ＝２)の場合を
、図１０に模式的に示す。なお、時刻ｔ０でベルト上のｐ１がベルト位置検出手段１１ａ
の検出位置で検出された位置を基準ｄ０とする。そして、図１０において、時刻ｔ１でｐ
２がベルト位置検出手段１１ａの検出位置で検出される。この時ベルトが上方に変位して
、基準ｄ０からの変位をΔ１０とする。続いて時刻ｔ２にｐ１がベルト位置検出手段１１
ｂの検出位置に到達した時、ｐ３がベルト位置検出手段１１ａの検出位置で検出される。
ここで時刻ｔ２におけるベルト位置検出手段１１ｂの値から時刻ｔ０におけるベルト位置
検出手段１１ａの値を引くことで(差分)、ベルト上のｐ１におけるベルト移動に伴う変位
(蛇行)量Δ１１が求められる。この時、ベルト位置検出手段１１ａの検出位置においてｐ
３は基準ｄ０に対しΔ１１だけ変位した位置にある。そして、ベルトがさらに移動し、時
刻ｔ３においてｐ２がベルト位置検出手段１１ｂの検出位置に来ると、ｐ４がベルト位置
検出手段１１ａの検出位置で検出される。よって、時刻ｔ３におけるベルト位置検出手段
１１ｂの値から時刻ｔ１におけるベルト位置検出手段１１ａの値を引き、ベルト上のｐ２
におけるベルト移動に伴う変位(蛇行)量Δ１２が求められる。ここで、ｐ２はベルト位置
検出手段１１ａの検出位置において基準ｄ０に対しΔ１０だけ変位しているので、基準ｄ
０に対する変位量ｄ２は、ｄ２＝Δ１０＋Δ１２となる。この時、ベルト位置検出手段１
１ａの検出位置においてｐ４は同様に基準ｄ０に対しｄ２だけ変位した位置にある。
【００３３】
　更に、ベルトが図１０のように下方に変位して、時刻ｔ４でｐ３がベルト位置検出手段
１１ｂの検出位置に至ると、ｐ５がベルト位置検出手段１１ａの検出位置で検出される。
よって、時刻ｔ４におけるベルト位置検出手段１１ｂの値から時刻ｔ２におけるベルト位
置検出手段１１ａの値を引くことで、ベルト上のｐ３におけるベルト移動に伴う変位(蛇
行)量Δ１３が求められる。ｐ３はベルト位置検出手段１１ａの検出位置において基準ｄ
０に対しΔ１１だけ変位しているので、基準ｄ０に対する変位量ｄ３は、ｄ３＝Δ１１＋
(－Δ１３)＝Δ１１－Δ１３となる。以降全ての検出個所に対し、同様にして変位を求め
られる。
【００３４】
　このようにして求めたベルト変動量に基づき、シフト信号を生成し主走査方向の画像形
成開始位置を図１１のように制御する。同図は書込み手段の同期信号の一例を示す。走査
ビーム検出出力をスレッシュホールド値で二値化して同期信号を生成する。主走査書込み
開始信号(LGate)は同期信号の立上りエッジから一定時間後に生成される。例えば、ベル
トマーク検知時に検出される個所(ｐ１)の変動量の時、シフト量をゼロとして、デフォル
トのスレッシュホールド値th0で同期信号を生成する。図１２に示すように、同期信号を
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基準位置とした場合の主走査書込み開始信号(LGate)に対して、基準位置からベルト中心
側へ変動した個所(変動量＋ｄ)は、＋ｄ相当の走査時間ｔだけLgate信号発生タイミング
を遅らせるよう、スレッシュホールドを図１１のth1のように変化させる。また、基準位
置からベルト外側へ変動した個所(変動量－ｄ)は、図１２に示すように－ｄ相当の走査時
間ｔだけLgate信号発生タイミングを早めるよう、シフト信号によりスレッシュホールド
を図１１のth2のように変化させる。
【００３５】
　なお、主走査方向の画像形成開始位置制御は、上記のように同期信号を制御するのでは
なく、LGate信号の発生開始時刻を、同期信号を基準にしてシフト信号に従い制御する方
法もある。
【００３６】
　次に、副走査位置制御に要求される指示で行う、副走査位置制御について説明する。各
色の画像形成は図２の中間転写体７のマークを基準に開始されるが、図２の書込み手段２
０がレーザ走査光学系を用いた走査型である場合、図２のマーク検出手段１０による中間
転写体７のマーク検知信号と書込み手段２０の書込み基準となる同期信号が非同期である
ので、中間転写体７のマーク基準に画像形成を開始しても各色の重ね画像にズレが生じる
。詳細に説明すると、図２のマーク検出手段１０によって中間転写体７のマークを検出す
ることにより生成される副走査方向の画像形成開始信号ａ)と、書込み手段２０の同期信
号との関係の一例を示す図１３に示すように、画像形成開始信号ａ）と同期信号との時間
差は、信号ｂ),ｃ)に示すよう最大で同期信号周期Ｔ分ずれる。基準(最初)画像形成を図
３のｂ)のタイミングの同期信号ｐ１で行うと基準画像外(２色目以降)の画像形成開始タ
イミングは補正の施しようがなくなり、信号ｃ)のタイミングで同期信号が生成した場合
、同期信号ｐ２で開始することになり最大１走査分(Δt：斜線部)のズレが生じてしまう
。
【００３７】
　そこで、本発明では、まず初回の画像形成を画像形成開始信号検出後、ある時間が経過
した後の同期信号から行うようにする。ここで、図１４に、複数ビームを２ビーム(グレ
ービーム、白ビーム)とした際の、本発明の制御によるドット形成位置の一例を示す。な
お、グレービームが副走査の先行(開始)側ビームである。１色目(基準)の画像形成を副走
査方向の画像形成開始(ベルトマーク)信号検知後、同期信号が３Ｔ／４以上経過して発生
した場合にはその同期信号で開始する。図１４の場合ｔ１＞３Ｔ/４であるので、初めの
同期信号に同期して開始する。そして、２色目において、マーク検知後ｔ２の時間で同期
信号ｐ１が発生すると、１色目の書き込み開始位置との差Δｔ(絶対値)が最小となるよう
、１走査分遅延させて同期信号ｐ２で画像形成を開始する。この時のベルトマーク信号か
らの画像形成開始時間は、ｔ２＋Ｔとなる。Ｔは同期信号の周期である。ここで、１色目
と２色目の画像形成開始時間の平均tc1(重心同期１)は、tc1＝（ｔ１＋ｔ２＋Ｔ)／２と
なる。３色目は、１色目と２色目の平均開始時間tc1と３色目の開始時間との時間差Δｔ
が最小となるようビーム選択(白ビーム：Ｌ１)して画像形成を開始する。この時選択した
白ビームＬ１に対して擬似同期信号(図１４におけるグレービーム(Du)と白ビーム(Ｌ１)
の間の点線)を想定して３色目の画像形成開始同期信号とする。従って、３色目のマーク
基準に対する画像形成開始時間はｔ３＋Ｔ／２となる。tc1と３色目の画像形成時間との
平均tc2(重心同期２)を求めると、tc2＝(tc1＋ｔ３＋Ｔ／２)／２となる。４色目は、ベ
ルトマーク信号からの同期信号までの時間ｔ４と３色目までの平均画像形成開始時間tc3
との時間差Δｔが、遅延またはビーム選択をした場合の時間差より小さくなるのでそのま
ま画像形成を開始する。
【００３８】
　図１４の一例における、書込み開始位置の判断基準は、時間差Δtが、Δｔ≧３Ｔ／４
の場合は、１走査遅延とし、Ｔ／４≦Δｔ＜３Ｔ／４の場合は、ビーム(後続)選択し、Δ
ｔ＜Ｔ／４の場合は、そのままである。
　また、１色目と２色目の平均画像形成開始時間tc１との時間差が最小となるよう、書込
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みタイミングの遅延またはビーム選択制御により求めた３色目の画像形成開始時間が、既
に形成した１,２色目の画像のマーク基準に対する画像形成開始時間の振れ(変動)幅から
外れた場合、変動幅の最小値または最大値からの偏差と、書込みタイミングの遅延または
ビーム選択制御により求めた時間から、予め定まるビーム分副走査方向に早めるか遅らせ
るかした開始時間を想定する。そして、その時の変動幅の最小値または最大値からの偏差
とを比較し、偏差が小さくなる画像形成開始時間で画像形成を開始すると共に、３色目の
マーク基準に対する画像形成開始時間と先に求めたtc１との平均画像形成開始時間tc２を
求める。そして、平均画像形成開始時間tc２との時間差が最小となるよう、書込みタイミ
ングの遅延またはビーム選択制御により求めた４色目の画像形成開始時間が、既に形成し
た１～３色目の画像のマーク基準に対する画像形成開始時間の変動幅から外れた場合、変
動幅の最小値または最大値からの偏差と、書込みタイミングの遅延またはビーム選択制御
により求めた時間から、予め定まるビーム分副走査方向に早めるか遅らせるかした開始時
間を想定する。その時の変動幅の最小値または最大値からの偏差とを比較し、偏差が小さ
くなる画像形成開始時間で画像形成を開始するような制御を行っても良い。
【００３９】
　次に、現像切替制御の一例について図１５を用いて説明する。現像ユニットの回動中心
軸４１と平行な軸を中心に回転するカム軸４２を現像ユニットフレーム４４に設け、カム
軸４２には偏芯カム４３を固定する。偏芯カム４３は現像ローラ軸に対し回転自在なロー
ラ部材と当接する。現像ユニットが所定位置まで変位するよう偏芯カム４３をモータによ
り回転させることで、現像ユニット自体を揺動させ、有効現像色(ローラ)を切替える。
【００４０】
　また、プログラマブルなデバイス(FPGA)内に複数のＣＰＵを構築し、複数の割り込み処
理要求を同時に制御できる構成として、画像形成装置の主走査位置制御、副走査位置制御
並びに現像切替制御を行う。
【００４１】
　なお、本発明は上記実施の形態例に限定されるものではなく、特許請求の範囲内の記載
であれば多種の変形や置換可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】画像形成装置の構成を示す概略図である。
【図２】本発明の一実施の形態例に係る画像形成装置の構成を示す概略図である。
【図３】本発明の一実施の形態例に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本実施の形態例における副走査位置制御手段による副走査位置制御処理を示すタ
イムチャートである。
【図５】現像切替制御手段の基本的な処理を示すフローチャートである。
【図６】主走査位置制御の処理を示すフローチャートである。
【図７】現像切替制御の処理を示すフローチャートである。
【図８】基本的な形態をした中間転写ベルトを斜め下方から見た図である。
【図９】ベルト位置検出手段間距離とベルト上の検出個所のピッチとが等しい場合のベル
ト端部を上面から見た各検出位置でのベルト位置を模式的に示す図である。
【図１０】ベルト位置検出手段間距離がベルト上の検出個所のピッチ×２の場合のベルト
端部を上面から見た各検出位置でのベルト位置を模式的に示す図である。
【図１１】書込み手段の同期信号の一例を示す図である。
【図１２】主走査書込み開始信号と走査時間ｔ遅延及び走査時間ｔ早めた主走査書込み開
始信号を示すタイムチャートである。
【図１３】副走査方向の画像形成開始信号と書込み手段の同期信号との関係の一例を示す
タイムチャートである。
【図１４】複数ビームを２ビームとした際の本発明の制御によるドット形成位置の一例を
示す図である。
【図１５】現像切替制御の一例を示す概略図である。
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【符号の説明】
【００４３】
　１１ａ，１１ｂ；ベルト位置検出手段、
　１０６；現像手段、１０７；現像切替制御手段、
　１０８；中間転写ベルト駆動手段、１０９；ベルト位置検出手段、
　１１０；主走査位置制御手段、１１１；副走査位置制御手段。
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】

【図１１】
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